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計画の見方 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果指標 

 計画期間をとおした、施

策ごとの達成状況を把握

するため、アンケート調査

結果などを指標として設

定しています。 

具体的取組 

 施策の目的や成果指標

の達成に向けて、市が具体

的に取り組むことを記載

しています。 

 第３章の重点取組（P44）

にあたるものについては、 

    と記載しています。 

指標 

 取組ごとの進捗状況を

確認するための指標とし

て設定しています。 

主な事業 

 具体的取組の中で、主と

なる事業の概要について

記載しています。 

重点 
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成果指標 

 

具体的取組 

 

基本目標１ 地域福祉を担う人づくり 

施策１ 支え合い助け合う意識の醸成 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

重点  ① 地域のつながりを大切にする意識の醸成 

○ 各種講座や講演会、広報等を通して、地域とのつながりの重要性についての啓発を

推進します。 

○ 普段からの地域での交流が、子育てや健康づくり、防災といった多様な分野におい

て良い影響を与えることを周知するなど、地域のつながりづくりに向けた啓発を推進

します。 

 
 

 

しもつけ福祉塾 （社会福祉課） 

・ 誰もが助け合い安心して暮らしていける地域

を目指して、市民と関係機関がともに学ぶ機会を

「しもつけ福祉塾」として開催します。 

・ 地域課題や社会情勢に合わせ、つながりの希薄

化など地域で課題となっていることをテーマと

した開催も検討します。 

 

 

 

 
 

指 標 ：しもつけ福祉塾の開催回数 

年１回  ⇒  年２回 

主な事業と取組指標 

地域の人々が支え合いに積極的だと 
思う割合 35.3％ ⇒ 45.0％ 

 

現状値（R3） 目標値（R8） 

現状値（R3） 

重点 

目標値（R8） 



 

47 

 

 

第 
４ 
章 

 

 

 
 

② 認知症や障がいについて学ぶ機会の充実 

○ 認知症の方やその介護者を地域全体で支えられるよう、認知症について学び、考え

る機会を充実させることで、正しい理解の促進を図ります。 

○ 障がいの有無に関わらず地域で活動できる社会を目指して、障がいのある方との交

流機会の充実や、合理的配慮の提供を推進します。 

○ 障がい者等の地域における困りごとに気づき支えられる地域を目指して、ヘルプカ

ードやヘルプマーク（68 ページ参照）といった取組に関する啓発を推進します。 
 
 

 

認知症サポーター養成講座 （高齢福祉課） 

・ 認知症サポーター（※）養成講座を、一般市民や各種団体（学校や事業所、地域ふれ

あいサロン[73 ページ]など）を対象に実施します。 

・ 認知症サポーターステップアップ講座を開催し、受講者をシルバーサポーターと

して登録するとともに、「チームオレンジしもつけ」の結成につなげるなど、着実な

普及啓発を図ります。 

 

 

 

 

 

③ 多様性を認め合う意識の醸成 

○ 人権尊重の社会づくりを推進するため、講演会等を通して人権意識の高揚を図ります。 

○ 身体的な性や自認する性、国籍などに捉われず、誰もが活躍できる地域社会を目指

して互いに認め合う意識の醸成に向けた啓発を図ります。 
 

 

 

市民人権講座・人権教育講演会 （生涯学習文化課） 

・ 人権週間の前後に人権に関する講座や講演会を行い、人権意識の醸成を図ります。 

・ 社会情勢に沿ったテーマの設定や講師の選定により、幅広い世代に興味をもって

もらえるような講演会を開催します。 

 

 

 

 

 

※ 認知症サポーター 

   認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守る応援者として日常生活の中での支援

する人のこと。 

指 標 ：チームオレンジしもつけ登録者数 

100 人 ⇒ 260 人 

主な事業と取組指標 

指 標 ：市民人権講座の開催回数 

年１回 ⇒ 年１回以上 

主な事業と取組指標 

現状値（R3） 

現状値（R3） 

目標値（R8） 

目標値（R8） 
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成果指標 

 
具体的取組 

 

 

施策２ 地域活動への参加促進に関する意識の醸成 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

重点  ① 地域活動への参加につながる情報の提供 

○ 地域活動に参加しようとする方が、分かりやすく簡単に情報を得られるよう、ホー

ムページ・窓口等における情報提供の充実を図ります。 

○ 地域活動参加に向けた情報を多様な媒体を通して発信することで、幅広い年代の参

加を促します。 

 
 

 

市民活動センター運営【新規】 （市民協働推進課） 

・ 自治体運営の原則などを定めた自治基本条例の基本理念である「市民との協働による

まちづくり」を推進するため、市内の地域課題解決を目的とした活動に取り組む団体等

を総合的に支援する拠点施設として、令和４年度から市民活動センターを開設します。 

 

 

 

 

 

 

 

○○ 地域活動ってどんなこと？ ○○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.8％ ⇒ 50.0％ 
地域福祉の推進に市民の参加・協力が
必要なことを知っている割合 

指 標 ：市民活動センターへの来館者数 

令和４年度開設のため実績値無し ⇒ 年 24,000 人 

主な事業と取組指標 

現状値（R3） 目標値（R8） 

重点 

現状値（R3） 目標値（R8） 

 地域活動と聞いても、具体的にどんなことを行っているか分からない方もいらっしゃるのではな

いでしょうか。下野市で行われている取組をいくつかご紹介します。 

朝のラジオ体操 
（大松山公園ラジオ体操同好会） 

 地域をより良くするためには、市民一人ひとりが「できることから」「できる範囲で」主体的に

活動に参加し、助け合うことが重要です。他にも下野市にはたくさんの活動がありますので、ぜひ

興味のある活動を見つけ、始めてみましょう。 

ごみ回収中の見守り活動 
（ふくろうプロジェクト） 

下野市市民活動支援サイト 

「You がおネット」 

 健康づくりのためだけで
なく、世代を超えた交流の場
にもなっています。 

 ごみ回収業務中に見守りを
行うことで、徘徊などの早期
発見につなげます。 

 市民活動支援サイトです。
市民活動について様々な情報
を得ることができます。 
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② 地域活動に対する関心の醸成 

○ 「広報しもつけ」をはじめとした情報発信を通して、地域活動に関する情報提供の機

会の充実を図ります。 

○ 各種イベント等において地域活動に関する情報発信を行うことで、地域活動の認知

度向上を図ります。 

○ 寄附や募金を通して支え合う意識の醸成を図ります。 

 
 

 

「広報しもつけ」への地域福祉に関する内容の掲載 

 （社会福祉課） 

・ 「広報しもつけ」に地域共生社会に関する内容を

掲載することで、情報提供の機会の充実を図りま

す。 

・ 誰もが読みやすい広報紙の記事づくりを通して、

情報提供の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

③ 自治会に関する情報の提供 

○ 自治会に関する情報の提供を通して、自治会の認知度を向上させるとともに災害時

や緊急時における地域のつながりなどのメリットを伝えることで、自治会の加入促進

を図ります。 

○ 自治会活動に関する情報提供を通して、活動への参加者の増加及び各種活動の活性

化を図ります。 

 
 

 

自治会に関する情報の提供 （市民協働推進課） 

・ 自治会の活動内容をホームページに掲載し周知を

図ります。 

・ 転入者に窓口で自治会加入案内を配付し、自治会

に関する情報を提供します。 

 

 

 

 

指 標 ：「広報しもつけ」への地域共生社会に関する内容の掲載回数 

未掲載 ⇒ 年２回 

主な事業と取組指標 

指 標 ：自治会への加入率 

62.5％ ⇒ 67.0％ 

主な事業と取組指標 

 

 

現状値（R3） 

現状値（R3） 

目標値（R8） 

目標値（R8） 
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成果指標 

具体的取組 

 

 

 

 

施策３ 地域で主体的に活動する人材の育成 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

① 地域の様々な活動を通して支え合う人材の育成 

○ 地域の中で、活動の中心となる人材の育成を推進します。 

○ 地域活動を通した支え合いを支援することで、身近な圏域で主体的に地域生活課題

を把握し解決に向けて取り組むことのできる市民の育成を図ります。 

 

 
 

 

ファミリー・サポート・センター事業 

 （こども福祉課） 

・ ファミリー・サポート・センターは、会員による

子育ての相互援助活動を行う組織です。依頼会員

（子育ての手助けをして欲しい人）のニーズや条

件にあった子育て支援ができるよう、提供会員（子

育てのお手伝いをしたい人）の確保を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

今後地域活動に取り組んでいきたい割合 
15.7％ ⇒ 25.0％ 

指 標 ：ファミリー・サポート・センターの提供会員数 

67 人 ⇒ 84 人 

主な事業と取組指標 

 

現状値（R3） 目標値（R8） 

現状値（R3） 目標値（R8） 
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② ボランティアで活躍する人材への支援 

○ ボランティア活動と人材のマッチングの充実を図るなどの環境整備を通して、ボラ

ンティア人材の確保・育成を目指します。 

○ ボランティア活動に関する講座等を通して、活動団体や活動者への支援を図ります。 

○ スポーツやまちづくりなど多様な分野で活躍するボランティア人材を支援します。 

 
 

 

ボランティア等の育成及び活動とのマッチング （生涯学習文化課） 

・ ボランティア入門講座や団体活動支援講座等を実施し、地域活動に主体的に関わ

るボランティア等を育成することで、活動へとつなげていきます。 

  

 

 

 

 

③ 自治会や地域コミュニティで活躍する人材への支援 

○ 自治会活動を推進する自治会長等の活動支援を図ります。 

○ 地域コミュニティの中で、身近な相談先として適切な支援へつなぐ役割を担う、民

生委員・児童委員（※）の活動を支援します。 

○ コミュニティの活動に取り組むコミュニティ推進協議会長等の活動支援を図ります。 

 
  

 

民生委員児童委員活動事業 （社会福祉課） 

・ 民生委員・児童委員を通して地域住民への

相談援助や福祉サービスについての情報提

供などを的確に行えるよう、研修会や勉強会

を開催します。 

・ 高齢者や障がい者への自宅訪問の際など

に、カードやチラシを配布し民生委員・児童

委員の役割や活動について周知を図ります。 

 

 

  

 

 

 

※ 民生委員・児童委員 

   民生委員とは、民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員で、給与

の支給はなくボランティアとして活動しており、児童福祉法に定める児童委員を兼ねることとさ

れている。それぞれが担当する区域において見守りを行いながら住民のさまざまな相談に応じ、

適切な支援やサービスへの「つなぎ役」としての役割を果たしている。 

指 標 ：民生委員・児童委員が受けた相談件数（５か年累計） 

19,100 件 ⇒ 19,600 件 

主な事業と取組指標 

 

指 標 ：生涯学習ボランティア自主企画講座の開催回数（５か年累計） 

74 講座   ⇒   80 講座 

主な事業と取組指標 

現状値（H29～R3） 

現状値（H29～R3） 

目標値（R4～R8） 

目標値（R4～R8） 
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成果指標 

 

具体的取組 

 

基本目標２ 支え合いの輪が広がる地域づくり 

施策１ 地域共生の場づくりの推進 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

重点  ① 誰もが参加しやすい地域の場の充実 

○ 誰もが気軽に参加できる、対象を限定しない居場所の整備を目指します。 

○ 子どもと地域の方が交流できる場の充実を図ることで、世代間の交流を促進します。 

○ 認知症の方やその家族、閉じこもりがちな方などが地域とつながることができる場

の充実を図ります。 

 
 

 

分野を限定しない居場所づくり【新規】 （社会福祉課） 

・ 誰もが気軽に参加できる、対象を限定しない居場所づくりを通して、地域の様々

な年代や属性の方同士のつながりづくりを図ります。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

指 標 ：分野を限定しない居場所数 

未整備 ⇒ １か所 

主な事業と取組指標 

団体調査「地域の中で気軽に集まれる
場が少ない」の割合 32.1％ ⇒ 20.0％ 

現状値（R3） 目標値（R8） 

重点 

 

現状値（R3） 目標値（R8） 
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② 地域で活動しやすい場づくりの推進 

○ 地域活動において利用しやすい場の充実を図ります。 

○ 地域資源を取り入れた団体活動の支援とあわせ、その成果を活かせる場の充実を図

るなど、学習成果等を地域に還元する取組の支援を図ります。 

 
 

 

学習成果を活かした地域での活躍の場づくり 

 （生涯学習文化課） 

・ 学校支援ボランティアをはじめ、市民やサ

ークル・団体がもつ知識、経験、技能などを

活用した様々な自主的な地域活動への支援を

推進します。 

・ 各種団体活動の成果発表の場の充実を図る

とともに、学習成果の社会還元を推進するた

めに必要な支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○ 地域共生社会の「支え手」「受け手」を超えた関係とは ○○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指 標 ：各種団体活動の成果発表の場の開催 

年１回 ⇒ 年１回以上 

主な事業と取組指標 

 

現状値（R3） 目標値（R8） 

 

 誰もが安心して住み慣れた地域において暮らせる「地域共生社会」の実現に向けては、 

支援の「支え手」「受け手」を超えた関係性を作ることが重要です。 

 例えば… 

子どもたちの 

見守り 

趣味や特技を 

活かして活躍 

 地域に一歩出れば、あなたも
地域共生社会の支え手です。 

 できることからできる範囲で 
はじめてみましょう。 

「地域共生社会」についての説明は、１ページをご覧ください。 

 
ご近所での 

声掛け 
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成果指標 

 

具体的取組 

 

施策２ 多分野の連携による活躍の場の創出 
 
 
 

 
 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

① 多分野にわたる地域活動の活性化 

○ 地域コミュニティ活動や多世代交流、スポーツなど多分野にわたる市民の主体的な

地域活動を支援します。 

 
 

 

市民活動補助事業 （市民協働推進課） 

・ 市民団体が自発的に行う公益性の高いまちづ

くり活動に対して補助金を交付し、それらの活動

を支援します。 

・ 地域コミュニティづくりや世代間交流、スポー

ツなど多分野にわたる活動について補助を行い、

地域活動を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 
 

指 標 ：市民活動補助事業の採択件数（５か年累計） 

66 件   ⇒   76 件 

主な事業と取組指標 

取り組んでいる地域活動の割合 
目標値（R８） 

以下の 11 種でいずれも増加 

 

現状値（H29～R3） 目標値（R4～R8） 

自治会の活動 62.6% 子ども会の活動 23.3%

PTAの活動 21.6% ボランティア活動 17.8%

スポーツ団体の活動 13.2% 趣味等のサークル活動 9.8%

婦人会・女性会の活動 4.8% 地域サロン活動 4.6%

老人クラブの活動 2.7% 子育てサークルの活動 2.3%

NPO活動 2.1%

現状値（R３）
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② 地域資源を活かした地域活動の推進 

○ 文化財を活かした観光振興や、地域の特性を引き出す産業振興など、地域資源を有

効活用した地域活動を支援します。 

 
 

 

文化財愛護ボランティアの養成・活動支援 

 （文化財課） 

・ 文化財を活かした地域づくりには、市民との

協働が欠かせないことから、文化財観晃ガイド

養成講座等を開催し、ボランティアの養成を図

ります。 

（文化財に光りをあてる（晃）という意味を込めて「観光」を「観晃」と表記しています） 

 

 

 

 

 

③ 生涯学習分野と連携した地域福祉の推進 

○ 福祉教育や地域資源を活かした教育等の充実を図るため、地域の人材を活用した、

学校及び地域での教育の取組を推進します。 

○ 地域に開かれた学校運営の推進等を通して、地域と学校の連携を推進します。 

○ 学校と家庭以外での教育を担う社会教育団体の活動を支援します。 

 
 

 

社会教育関係団体の支援 （生涯学習文化課） 

・ 社会教育事業を計画的かつ継続的に実施し、その効果が期待できる団体を社会教

育関係団体として、補助金交付や自主活動の後方支援を行います。 

 

 

 

 

○○ 社会教育団体の活動を紹介します ○○ 

 

 

 

 

 

 

指 標 ：文化財ボランティアの会員数 

65 人 ⇒ 75 人 

主な事業と取組指標 

 

指 標 ：補助対象となる社会教育団体数 

２団体  ⇒  ２団体以上 

主な事業と取組指標 

現状値（R3） 

現状値（R3） 

目標値（R8） 

目標値（R8） 

 下野市では多くの社会教育団体が地域で活動しています。ここでは、その一部をご紹介します。 

エンジェル国分寺 下野市青少年育成市民会議 

 地域の安全に寄与するため、主に毎週金

曜日の夕方、自家用車に青色回転灯を装備

してパトロール活動を実施しています。 

 子どもの健全な発達・育成に寄与するた

め、市民総ぐるみの運動として、横断旗の

整備や児童表彰の支援を実施しています。 
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成果指標 

 

具体的取組 

 

 

 

施策３ 課題を抱える人をみんなで支える地域の実現 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

重点  ① 身近な地域で支え合うことができる体制・基盤の整備 

○ 日常生活圏域等の住民に身近な圏域の中で、生活課題を把握し解決に向けた検討を

行う、分野横断的な体制を整備します。 

 
 

 

生活支援体制整備事業 （高齢福祉課） 

・ 地域包括支援センター（※１）との連携を強化し、個

別ケースからみえてくる地域課題の把握と解決に

必要な社会資源の開発を検討します。 

・ 第１層（※２）協議体（※３）の委員である関係機関と

の協力、協議を通じて資源開発等に取り組みます。 

・ 地域資源の情報収集を通して、第２層（※２）生活支援コーディネーター（※４）の地域

への関わりの強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

※１ 地域包括支援センター 

   高齢者が住み慣れた地域で生活を継続することができるようにするため、介護予防、介護保険、

地域の保健・福祉・医療サービス等の調整を行い、高齢者の生活を総合的に支える機関。 

※２ 第１層・第２層 

   第１層とは市全域を、第２層とは身近な生活圏域である石橋・国分寺・南河内の３地区を指す。

本計画で取り扱う圏域の整理については、４ページを参照。 

※３ 協議体 

  下野市生活支援体制整備事業実施要綱に基づく地域の課題解決に向けた会議体。 

※４ 生活支援コーディネーター 

  地域の課題解決に向けて、資源開発やネットワーク構築などを行う役割を担う。 

地域で課題を抱える世帯があるか 
「わからない」の割合 49.3％ ⇒ 40.0％ 

26.9％ ⇒ 35.0％ 
犯罪をした人の立ち直りに協力したいと
思う割合 

指 標 ：第２層生活支援コーディネーターの地域活動回数 

年 80 回 ⇒ 年 180 回 

主な事業と取組指標 

現状値（R3） 目標値（R8） 

現状値（R3） 目標値（R8） 

重点 

 

現状値（R3） 目標値（R8） 
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② 課題を抱える人に気づき支えるネットワークの充実 

○ 緊急時や日常生活で困った時に支援が必要な高齢者や、心の健康について支援が必

要な方を、見守り支援する地域のネットワークを充実します。 

○ 日常的な地域の声掛けを推進することで、地域課題を早期に発見・解決できるよう

支援します。 

 
 

 

高齢者見守りネットワーク （高齢福祉課） 

・ 地域で活動する団体や企業、高齢者と接する機会を有する

すべての関係者が連携して、地域社会全体で高齢者を見守る

ためのネットワークづくりに取り組み、拡大を図ります。 

・ 事業推進研修会を毎年度開催します。 

・ 自治会と連携を図るなど、地域全体で見守る基盤づくりを

推進します。 

 

 

 

 

 

③ [再犯防止推進計画]犯罪をした人等の社会復帰を支える取組の充実 

○ 犯罪をした人等の社会復帰の支援に協力する地域の意識醸成を図ります。 

○ 犯罪をした人等の社会復帰を支援するための、就労・地域参加等を含めた総合的な

サポート体制について検討します。 

 
 

 

社会を明るくする運動 （社会福祉課） 

・ 保護司、更生保護女性会を中心に関係機関で構成され

た「社会を明るくする運動推進委員会」と連携し、街頭

での周知活動や講演会、学校訪問等を通して、更生保護

の啓発活動を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指 標 ：高齢者見守りネットワーク協定事業所数 

27 事業所 ⇒ 35 事業所 

主な事業と取組指標 

指 標 ：更生保護に関する啓発活動の実施回数 

年１回 ⇒ 年１回以上 

主な事業と取組指標 

 

現状値（R3） 

現状値（R3） 

目標値（R8） 

目標値（R8） 
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成果指標 

 

具体的取組 

 

 

施策４ 安全・安心な地域の推進 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

① 地域における防災力の強化 

○ 防災訓練の実施や自主防災組織の設立・活動支援等を通して、地域防災力の強化を

図ります。 

 
 

 

自主防災組織の設立及び活動に対する支援 （安全安心課） 

・ 災害発生時に住民同士が助け合う「互助・共助」

を円滑に行うため、主に自治会を最小単位とした

自主防災組織の設置を促進し、また、自主防災組

織が行う研修や訓練などに対し支援を行います。 

・ 平成 23 年度に制定した下野市自主防災組織活 

動補助金の交付要綱に基づき、自主防災組織設置

促進、地域の防災力向上のために補助金を交付し

ます。 

 

 

 

 

 

 

○○ ご存じですか？ 下野市のハザードマップ ○○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害時、緊急時の協力体制ができて
いないと思う割合 22.4％ ⇒ 10.0％ 

指 標 ：自主防災組織数 

11 団体 ⇒ 20 団体 

主な事業と取組指標 

 

現状値（R3） 目標値（R8） 

現状値（R3） 目標値（R8） 

 下野市では、鬼怒川、田川、田川放水路、黒川、思川、姿川、武名瀬川、新川及び江川のそれぞ

れの河川について浸水想定区域をシミュレーションし、ハザードマップを公開しています。 

 大雨に備えて、ご自宅の周りや避難所までの避難経路の

浸水リスクを確かめておきましょう。 

 地図は安全安心課窓口（下野市役所

２階）、公民館、図書館で配布している

他、インターネットでも公開していま

す。 
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② 誰もが安心して暮らせる都市基盤の整備 

○ 通学路をはじめとした道路環境の整備を推進します。 

○ 誰もが生活しやすいバリアフリーのまちづくりを推進します。 

 
 

 

通学路安全対策の推進 （安全安心課・教育総務課） 

・ 「下野市通学路交通安全プログラム」に基づき、

警察署・道路管理者・教育委員会等が一堂に会し、

危険個所の情報共有化や計画的な整備の進行管

理に努めます。 

・ 登下校時の交通事故や犯罪などから子どもた

ちを守るため、学校関係者や保護者、地域の人的

資源を活かしたスクール・ガードによる支援や教

育委員会等による青色防犯パトロール（自動車に

青色回転灯を装備して、地域の防犯のために自主

的に行うパトロール）を実施します。 

 

 

 

 

 

③ 福祉に関する情報提供 

○ 広報紙やインターネットなどを活用し、より多くの市民に福祉情報が届くようサー

ビス内容の周知徹底を図るとともに、誰もが理解できるようにわかりやすい情報提供

を行います。 
 
 

 

保健福祉ガイドブックの発行 （社会福祉課） 

・ 各種福祉サービスや健康・福祉・育児等に関する

情報について、内容や相談窓口等をわかりやすく紹

介します。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

指 標 ：スクールガードボランティア数（教育総務課） 

487 人 ⇒ 490 人 

主な事業と取組指標 

 

指 標 ：保健福祉ガイドブックの 
     発行または改訂回数 

年 1 回 ⇒ 年 1 回以上 

 

主な事業と取組指標 

現状値（R3） 

現状値（R3） 

目標値（R8） 

目標値（R8） 
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成果指標 

 

具体的取組 

 

 

 

基本目標３ 地域共生社会を実現する仕組みづくり 

施策１ 分野間の連携による総合的・包括的な福祉の提供 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

重点  ① 地域課題に取り組む多職種の連携体制の充実 

○ 多分野の福祉関係者等による、地域課題の解決を目指した会議等を開催します。 

 
 

 

多機関協働事業【新規】 （社会福祉課） 

・ 包括的に受けた相談の中で、課題が複雑化しているなど解決が困難なケースにつ

いて、関係者や関係機関の役割を整理し、支援のプランや方向性を検討することで、

多機関による連携のもと解決に向けて取り組めるように調整を行う役割を担います。 

 

 

 

 

 

 

② 包括的な支援体制の構築に向けた多様な主体による連携の推進 

○ 連携に必要なスキルやノウハウの普及に向けた研修の実施等を通して、多分野の福

祉関係者等の連携を推進します。 

 
 

 

多職種研修の実施 （高齢福祉課） 

・ 多職種が医療・介護連携をはじめ多様な地域課題への対応に向けた、スムーズな

連携、相互の専門性や役割を学ぶ機会として、多職種研修会を開催します。 

 

 

 

 

 
 

様々な悩みや困難を抱える方にとって
暮らしやすいまちだと思う割合 44.8％ ⇒ 55.0％ 

指 標 ：地域課題解決に向けた多機関協働による会議の開催回数 

未実施 ⇒ 年６回 

主な事業と取組指標 

現状値（R3） 目標値（R8） 

重点 

 

現状値（R3） 目標値（R8） 

指 標 ：多職種研修会の延べ参加者数（５か年累計） 

2,100 人  ⇒  3,000 人 

主な事業と取組指標 

現状値（H29～R3） 目標値（R4～R8） 
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③ 福祉分野の連携による分野横断的な支援の提供 

○ 福祉分野の連携により、高齢・障がい・子どもなどの複数の分野にまたがる課題や、

従来の縦割りの仕組みでは対応が難しい課題を抱える方への支援を提供します。 

 
 

 

地域ケア会議事業 （高齢福祉課） 

・ 地域ケア個別会議及び自立支援型地域ケア会議の開催を通して、個別課題へのマ

ネジメントの充実を図ります。 

・ 地域ケア推進会議を通して、地域課題を確認し、社会資源の創出や政策形成へと

つなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

○○ 地域ケア会議で取り組んでいること ○○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指 標 ：地域ケア推進会議の開催回数 

年１回 ⇒ 年１回以上 

主な事業と取組指標 

現状値（R3） 目標値（R8） 

 本市では、地域ケア会議として以下の３種類の会議を開催しています。 

① 地域ケア個別会議 

 個別ケースについて、地域の支援者を含めた多職種が多角的視点から検討を行うことにより、個別

課題の解決を目指して開催しています。支援者が支援に困難を感じているケースや自立に向けた支援

が難しいケース等の支援方法について検討します。 

② 地域ケア推進会議 

 地域課題やニーズを整理し、地域づくりや資源開発、政策形成につなげていくことを目的として開

催しています。地域ケア個別会議において把握した個別課題から、市全体における地域課題の抽出を

図り、必要な社会資源の把握・創出を推進します。 

③ 自立支援型地域ケア会議 

 介護支援専門員が作成したケアプランの内容等について、分野の異なる専門職を交えて検討します。

サービス利用者が自身の希望する生活を自己決定しながら、自分らしい生活を維持・継続していくこ

とを目指して開催しています。 
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成果指標 

具体的取組 

 

 

施策２ 総合的な相談体制の充実 
 
 
 

 
 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

重点  ① 分野を問わない相談支援の充実 

○ 誰もが必要な支援を受けられるよう、分野を問わない相談体制の整備を図ります。 

○ 相談窓口に関する周知を図ります。 

 
 

 

分野を問わない相談体制の整備【新規】 （社会福祉課） 

・ 相談する方の属性、世代、相談内容に関わらず相談を受け止める体制を整備しま

す。 

・ 受け止めた相談のうち、単独の支援機関では対応が難しい複雑化・複合化した事

例については多機関協働事業（60 ページ参照）につなぐことで解決を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 
 

指 標 ：分野を問わず相談を受け止める体制の整備 

未整備 ⇒ 整備 

主な事業と取組指標 

相談や手助けが必要なときに 
頼みたいと思う割合 

目標値（R8） 

以下の７種でいずれも増加 

重点 

 

現状値（R3） 目標値（R8） 

市役所の窓口や職員 21.3% 地域包括支援センター 13.2%

社会福祉協議会 6.8% 地域子育て支援センター 4.8%

民生委員・児童委員 4.1% 障がい児者相談支援センター 3.5%

自治会長 3.4%

現状値（R3）
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② 個別分野における相談支援の強化と連携 

○ 高齢・障がい・子ども等の各分野における専門的な相談支援体制のさらなる充実を

図るとともに、必要に応じて多分野が連携した総合的な支援につなげられる仕組みづ

くりを推進します。 

 

 

障がい児者相談支援センター運営 （社会福祉課） 

・ 障がいのある方はもちろんのこと、その家族、または生活を支援している方など

にとっての地域の相談窓口となります。 

・ 定期的なケース検討会議を開催するほか、複雑化したケースなどにおいては、相

談支援事業所への指導・助言を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

地域包括支援センター運営 （高齢福祉課） 

・ 相談窓口としての周知の推進や、困難事例についての検

討、介護予防ケアマネジメント（※）の推進等を通して、相談

支援の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

※ ケアマネジメント 

   支援を必要とする人のニーズを満たすため、各種保健福祉サービスや地域のボランティア活動

などが総合的・一体的に提供されるように調整すること。 

指 標 ：相談支援事業所に対する専門的な指導・助言件数 

年６件  ⇒ 年 12 件 

主な事業と取組指標 

指 標 ：総合相談件数（５か年累計） 

73,000 件 ⇒ 85,000 件 

主な事業と取組指標 

現状値（R3） 

現状値（H29～R3） 

目標値（R8） 

目標値（R4～R8） 

どんな相談ができるの？ 
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成果指標 

 

具体的取組 

 

 

 

施策３ 多様な地域課題に分野横断的に対応する体制の充実 
 
 
 

 
 
 

 

 
  

 
 
 
 

① 分野横断的な生活困窮者支援の推進 

○ 生活困窮者が抱える多様で複合的な課題について、相談支援や経済的支援など様々

な支援を一体的に行うことで、自立に向けた支援を図ります。 

○ 子どもの貧困は、次の世代への貧困の連鎖が懸念される（※）ことを踏まえ、教育・住

宅・就労などを含めた一体的な支援により、世帯の自立及び子どもの成長を支援しま

す。 

 
 

 

生活困窮者自立支援事業 （社会福祉課） 

・ 生活困窮者が抱える多様で複合的な問題について相談に応じ、必要な情報提供及

び助言を行うとともに、様々な支援を一体的かつ計画的に行うことで自立した生活

に向けた支援を行います。 

 

 

 

 

② 自殺対策の推進 

○ 地域の多様な主体の連携や、常日頃からの隣近所のつながりの構築により、誰も自

殺に追い込まれることのない地域の実現を目指します。 

○ 専門的人材による地域ネットワークの構築や、地域で見守るゲートキーパー（命の門番）

の育成を通して、地域全体で悩みを抱える方に寄り添うまちづくりを推進します。 

 
 

 

地域自殺対策ネットワーク協議会 （健康増進課） 

・ 関係機関並びに民間団体等とネットワークづくりを行い、自殺対策計画に基づい

た各種施策の進捗状況の評価・検討を行います。 

 

 

 

 

主な事業と取組指標 

生活困窮者自立支援制度を知っている
割合 7.6％ ⇒ 20.0％ 

指 標 ：自殺者数（５か年累計） 

38 人   ⇒   ０人 

主な事業と取組指標 

指 標 ：各種広報紙への制度の周知に関する内容の掲載回数 

未掲載 ⇒ 年２回 

現状値（R3） 目標値（R8） 

現状値（R3） 

現状値（H29～R3） 

目標値（R8） 

目標値（R4～R8） 
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③ 虐待やいじめなどあらゆる暴力の防止 

○ 身体的・心理的・性的・経済的な虐待やネグレクト（育児・介護等の放棄）など、あ

らゆる暴力の根絶を目指すため、見守りや相談支援の充実を図ります。 

○ すべての児童生徒が学校生活を安心して送ることができるよう、いじめ防止のため

の取組を推進します。 

○ 高齢者、障がい者、子どもへの虐待をはじめとしたあらゆる暴力を防止するため、見

守りネットワークの充実を図ります。 

○ 福祉サービス事業所等への支援や指導により、事業所における虐待の防止を図りま

す。 

 
 

 

養育支援家庭訪問事業 （こども福祉課） 

・ 養育支援が特に必要とされる家庭を対象に、児童虐待の防止や育児不安の解消な

どを目的としてヘルパーや保健師等が訪問し、保護者の育児・家事等の養育能力を

向上させるための支援や相談支援を行います。 

 

 

 

 

 

④ 地域の災害対策への支援の推進 

○ 地域の災害対策に対して、情報提供や避難行動要支援者の把握など、全市的な支援

を推進します。 

 
 

 

避難行動要支援者支援事業 （高齢福祉課・社会福祉課） 

・ 障がい者や高齢者など、災害時や緊急時に自力で避難することが困難な方々に対

する支援活動及び安否確認をスムーズに行えるよう、対象者の同意に基づいた登録

制の名簿（避難行動要支援者名簿）や個別避難計画を作成します。 

 

 

 

  

 

 

※ 次の世代への貧困の連鎖について 

   親の貧困は子どもの貧困へとつながるといわれている。生まれ育った環境によって子どもの教

育や健康に格差が生じ、その子どもが成人したときに再び貧困に陥るといった連鎖を断ち切るた

めにも、現在進行形の貧困への対応とともに、将来を見据えた支援を行う必要がある。 

指 標 ：養育支援家庭への訪問回数 

年 350 回  ⇒ 年 350 回 

主な事業と取組指標 

指 標 ：避難行動要支援者名簿への登録者数 

4,600 人 ⇒ 5,000 人 

主な事業と取組指標 

現状値（R3） 

現状値（R3） 

目標値（R8） 

目標値（R8） 
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成果指標 

 

具体的取組 

 

 

 

施策４ 誰もが活躍できる環境の整備 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

重点  ① 就労や社会参加に課題を抱える若者等への支援の推進 

○ 誰もが活躍できる社会の実現に向けて、就労や地域活動等に課題を抱える若者等の

社会参加を支援します。 

 
 

 

参加支援事業【新規】 （社会福祉課） 

・ 就労、住まい、学習など多様な形での社会とのつながりや参加の支援を行います。 

・ 既存の仕組みでは支援が難しい、制度の狭間で必要な支援に結びついていない方

への参加支援について検討を推進します。 

 

 

 

 

 

 

② 高齢者・障がい者等の就労支援の推進 

○ 高齢者・障がい者等の就労支援を通して、生きがいづくりや活躍の場の創出を図り

ます。 

 
 

 

就労移行支援事業 （社会福祉課） 

・ 一般企業等への就労を希望する障がい者を対象とし、一定期間、就労に必要な知

識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

 

 

 

 

就労または地域活動のいずれかを 
している人の割合 78.0％ ⇒ 90.0％ 

指 標 ：就労や社会参加につながる新たな仕組みの整備 

未整備 ⇒ 整備 

主な事業と取組指標 

現状値（R3） 目標値（R8） 

重点 

現状値（R3） 目標値（R8） 

指 標 ：福祉施設から一般就労への移行者数 

年１人 ⇒ 年２人 

主な事業と取組指標 

現状値（R3） 目標値（R8） 
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③ 移動支援の推進 

○ デマンド交通や福祉タクシーをはじめとした移動支援サービスの提供を通して、高

齢者や障がい者、移動手段のない方などが、地域での集いや活躍の場へと移動するた

めの手段を確保します。 

○ 市内の交通機関について、広報等による周知を推進します。 

 
 

 

デマンド交通事業 （安全安心課） 

・ 乗合タクシー等を運行することにより、自宅か

ら公共施設等への移動手段の確保を図ります。 

・ AI（人工知能）を活用した配車システムの活用

等により、効率的な運行を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○ デマンド交通の使い方 ○○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 電話または WEB サイトでご予約いただけます。 

 ○ ご利用には、事前（１週間程度）の登録が必要です。 

   電話・FAX・窓口・メールにて申請が可能です。 

 ○ 詳細は電話でお問い合わせいただくか、 

   右の二次元コードからご確認ください。 

   （安全安心課 TEL：0285-32-8894） 

運行日等 

指 標 ：デマンド交通の延べ利用者数 

年 19,127 人 ⇒ 年 23,500 人 

主な事業と取組指標 

 

現状値（R3） 目標値（R8） 

ご利用料金 
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○○ 障がいに関するシンボルマーク ○○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


